




















貸付申込書は、共済組合・所属所の共済 入学が決まり次第 新年度：１月～／年度途中：随時

組合事務担当課にてお渡しします。

他に借入状況等申告書、借用証書等が必要 入学時に必要となる費用 修学中に必要となる費用

(共済組合HPからダウンロード可能)です。 入学金、教科書・制服代、敷金等 授業料、教科書代、ｱﾊﾟｰﾄ賃貸料等

貸付申込書類の提出は、所属所の共済組合 給料月額の6月分(最高200万円) 1月あたり１５万円(年間1８0万円)

事務担当課へご提出ください。 （10万円以上10万円単位） （10万円以上１万円単位）

所属所長の承認後、所属所の共済組合事務 １年ごとの申込みが必要

担当課から共済組合へ送付いただきます。 ・1月～3月に翌年度の貸付申込みをした

　場合の限度額 ⇒ 12月分(180万円)

提出書類に不備があった場合、所属所を ・年度の途中に貸付申込みをした場合の

通して再提出等をしていただきます。 　限度額⇒貸付月の翌月から起算して

再提出等には時間がかかるため、お早めに 　３月までの残存する月数分

お申し込みください。

・合格通知書の写 ・入学前の場合は合格通知書の写、

審査完了後「貸付金決定通知書」を所属所 　支払後に入学許可証の写 　進級前の場合は申込時の

を通して配布します。 ・入学金以外の借入がある場合は、 　在学証明書(原本)

貸付金は共済組合へ登録されている組合員 　入学後に在学証明書(原本) ・入学、進級後に在学証明書(原本)

の口座へ送金します。

なお、貸付金の償還方法は給与控除です。 ・被扶養者でない子の場合は、戸籍または住民票(続柄が確認できるもの)

償還開始月は貸付月の翌月です。
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・支払予定の費用の金額確認ができる書類等(支払期限の記載があるもの)

その他、申込内容に応じて確認書類の提出を求めることがあります。

貸付の対象となる経費

貸付の限度額

添付書類

受付可能時期

入学金・授業料・教材費・アパート賃貸料等、教育に係る費用を無理なく計画的に。ぜひご活用ください。

貸付の流れ 入学貸付 修学貸付

共済組合HPはこちらです

お子様の未来への
一歩を応援します︕ のご案内

※ 支払い済の費用については貸付できません。

※ 入学貸付・修学貸付は随時貸付します。申込書類は、貸付希望日の10日前には共済組合に到着する

よう、お早めに所属所の共済組合事務担当課へご提出ください。

※ 会計年度任用職員など任期の定めのある組合員については償還金額等の取扱いが異なり

ますので、必ず事前に所属所の共済組合事務担当課または共済組合へご相談ください。

※ 貸付利率は、退職等年金給付に係る基準利率に応じて定められています。

※ 共済組合の償還月額と他の金融機関等に対する償還月額の合算額が、

給料月額の30％を超えるときは貸付できません。

注意事項

貸付申込書等を入手

貸付申込書類を所属所担当課へ提出

共済組合にて書類審査

通知・振込
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